
手続きの案内文・流れに関する問合せ 郡山市市民部市民課おくやみ担当（電話 024-924-2131） 

 

 

 このたびの大切な方のご不幸、謹んでおくやみ申し上げます。 

 ご遺族の方におかれましては、相続のほかさまざまなお手続きが生じてくるものと存じます。 

 郡山市では、市役所に申請・届出いただく手続きについて、ご遺族のご負担を軽減し、スムーズに

進められるよう支援をしております。 

 市役所への必要な手続きにつきましては、死亡届の届出人の方へ、ご葬儀後 1 週間を目安に「手

続きのご案内」を別途発送いたします。（内容はお亡くなりになった方により異なります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する手続きの種類や内容によっては、より早く手続きできる場所や方法をご案内することが

あります。 

 

市民課おくやみ窓口 【２】へ

お手続きの流れ

各担当課・行政センター等【１】へ

お手続き場所（選択可）

葬
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お亡くなりになった方の手続きについて 

案内文が郵送されるまでの間に、手続きがお済みの場合は行き違いとなりますのでご容赦ください。 

なお、該当する手続きがない場合は、案内を省略させていただきます。 

各行政センター等の連絡先 

富 田 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 951-7200  湖 南 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 983-2111 

大 槻 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 951-1510   月 形 連 絡 所 … 982-2112 

安 積 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 945-0331  熱 海 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 984-3101 

三 穂 田 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 954-2111  田 村 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 955-3101 

逢 瀬 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 957-3000   高 瀬 連 絡 所 … 955-3115 

 河 内 連 絡 所 … 957-3305   二 瀬 連 絡 所 … 975-2131 

片 平 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 951-5080  西 田 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 972-2111 

喜 久 田 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 959-2003  中 田 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 973-2111 

日 和 田 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 958-2111  郡山市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ … 922-5544 

富 久 山 行 政 ｾ ﾝ ﾀ ｰ … 932-6080  緑ケ丘市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ … 941-3711 

 

【１】各担当課・行政センター等を利用する場合 

・「手続きのご案内」到着前でも、お手続きが可能です。詳しくは各担当課または行政セン

ター等へお問合せください。（ご利用日によっては、一部の手続きができない場合があります。） 

【２】市民課おくやみ窓口を利用する場合（要予約） 

・「手続きのご案内」到着後、案内文のお問合せ番号をご確認の上、市民課おくやみ担当ま

でお電話ください。（予約日については、ご希望に添えない場合もあります。） 

・予約時に確認のため、亡くなられた方及びお越しになる方のお名前、ご住所、生年月日な

どをお伺いします。 



手続きの案内文・流れに関する問合せ 郡山市市民部市民課おくやみ担当（電話 024-924-2131） 

 

 

(※)  手続き内容によっては、担当課へご案内する場合や、ご案内以外の手続きが別途必要となる場

合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 
 

 
おくやみ窓口を利用する 

おくやみ窓口を利用しない 

行政センター等を利用 各担当課を利用 

当日の 

所要時間 
30 分～60 分程度 

60 分程度 

（事前にご連絡いただきますと

スムーズに手続きができます。） 

各担当課にお問合せくだ

さい。 

受付場所 

郡山市役所西庁舎 1 階 

市民課 

行政センター 

連絡所 

市民サービスセンター 

別紙「親族の方が亡くな

ったときの手続」に記載

の各担当課 

受付可能な 

手続き 

「親族の方が亡くなった

ときの手続」のうち 

①住民票の世帯主変更 

②国民健康保険証の手続き 

③国民健康保険税の還付 

④後期高齢者医療保険に関

する手続き 

⑤介護保険証等の返還 

の手続きが可能です。 

(※) 

「親族の方が亡くなっ

たときの手続」の各窓口

欄に「○」の表示がある

手続きが可能です。(※) 

「親族の方が亡くなった

ときの手続」に記載の各

担当課のそれぞれの手続

きが可能です。 

手続きの 

タイミング 

ご葬儀から約 1 週間後に

お送りする案内文をもと

に予約が必要です。 

死亡届の提出以後いつでもお受けいたします。 

※葬祭費の請求は、ご葬儀の終了後の受付となりま

す。その他時間を要するものは、各担当課にお問い

合わせください。 

おくやみ窓口を利用する場合と利用しない場合の違い 

案内文が郵送されるまでの間に、手続きがお済みの場合は行き違いとなりますのでご容赦ください。 

(次の場合は案内文を送付しません)  
① 届出人が親族でない場合 
② お亡くなりになった方の住民登録が当市にない場合 
③ お亡くなりになった方の住民登録が当市だが、死亡届出先が当市でない場合 

(個人情報の取扱いについて) 
下記の情報について、必要な手続きを確認し、ご案内するため、関係課と情報を共有させていただきます。 
・お亡くなりになった方の氏名、住所、生年月日、性別及び死亡年月日 
・死亡届に記入された届出人の方の氏名、住所及び連絡先 
・お亡くなりになった方との関係 






